
 

 

・特例の適用などによっては下図に沿わない場合もあります。不明な点はお問い合わせください。 

※下図中の「収入」とは総支給額のことであり、「所得」とは収入から計算して割り出す金額です。 

・所得税の還付を受けるためには下図に関わらず必ず確定申告が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告は必要？確認してみましょう 

スタート 

令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
、 

越
生
町
に
住
ん
で
い
ま
し
た
か
？ 

越
生
町
で
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん 

令
和
７
年
１
月
１
日
に
住
ん
で
い
た
市
町
村
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い 

令
和
６
年
中
に
ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？ 

・収入なし 

・非課税収入のみ 

（遺族・障害年金、 

失業給付金など） 

・越生町在住の親族の税法上の扶養
になっている 

・誰の扶養にもなっていない 

・越生町外居住の親族の扶養になっ
ている 

主に公的年金収入 

年金収入のみで４００万円以下で
ある 

年金収入が４００万円以下で、年
金以外の所得(２０万円以下)がある 

年金収入のみで４００万円を超え
ている 

年金収入以外の所得が２０万円を
超える(年金収入金額に関係なく) 

公的年金源泉徴収票に記載してあ
る控除以外の控除等を追加したい 

主に給与収入 

年末調整が済んでいる 

（１か所からの給与のみ） 

給与以外の所得が２０万円以下で
ある 

・年末調整の内容に変更がある 

・源泉徴収票に記載してある控除以外

の控除等を追加したい 

・２か所以上から給与の支払を受けた 

・年末調整が済んでいない 

・給与収入が２，０００万円を超える 

・給与以外の所得が２０万円を超える 

・営業、農業所得 

・不動産所得 

・雑所得 

・一時所得 

・利子所得 

・配当所得 

所得金額より控除金額が多い 

（所得税が課税されない） 

所得金額より控除金額が少ない 

（所得税が課税される） 

・青色申告をする人  ・海外での収入がある人 

・令和６年中に住宅を新築・購入した、中古住宅を購入し
た、増改築等をした人で、住宅借入金等特別控除の対象 

となる人 

・先物取引を行った人 ・譲渡所得がある人 

申告は 
必要ありません 

確定申告が 
必要です 

住民税申告が 
必要です 

税務署で 
確定申告が 
必要です 

はい 

いいえ 


